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     第三日   平成二十六年三月十三日             開  議  午前十時  

 

○議長（野呂日出男君）  

  皆さん、おはようございます。  

  ただいまの出席議員数は十四名であります。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。  

  日程第一、議案第三号藤崎町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例案を議題とします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第三号を採決いたします。議案第三号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第三号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二、議案第四号藤崎町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例案を議題とします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第四号を採決いたします。議案第四号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第四号は原案のとおり可決されました。  
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  日程第三、議案第五号藤崎町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案を議題とします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第五号を採決いたします。議案第五号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第五号は原案のとおり可決されました。  

  日程第四、議案第六号藤崎町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予 防 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 を 議 題 と

します。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第六号を採決いたします。議案第六号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第六号は原案のとおり可決されました。  

  日程第五、議案第七号藤崎町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

案を議題とします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  
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  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第七号を採決いたします。議案第七号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第七号は原案のとおり可決されました。  

  日程第六、議案第八号藤崎町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第八号を採決いたします。議案第八号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第八号は原案のとおり可決されました。  

  日程第七、議案第九号藤崎町社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第九号を採決いたします。議案第九号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第九号は原案のとおり可決されました。  

  日程第八、議案第十号藤崎町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例案を議題とします。  
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  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十号を採決いたします。議案第十号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十号は原案のとおり可決されました。  

  日程第九、議案第十一号藤崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案を議題とします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十一号を採決いたします。議案第十一号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十一号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十、議案第十二号藤崎町町営住宅条例の一部を改正する条例案を議題とします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十二号を採決いたします。議案第十二号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十二号は原案のとおり可決されました。  
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  日程第十一、議案第十三号藤崎町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例案を議題とします。  

  これから質疑を行います。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  条例改正案が提案されておるのですけれども、この中で例えば電柱、電話柱といいますか、そういう占有物件に対する

課 税 で あ り ま す け れ ど も 、 こ れ を 見 ま す と 第 一 種 で も 第 三 種 の 電 柱 で も い い ん で す け れ ど も 、 例 え ば 第 一 種 の 電 柱 で す

と 四 百 六 十 円 か ら 三 百 六 十 円 で す か ― ― に 加 え る と い う こ と な ん で す け れ ど も 、 そ れ か ら 変 圧 器 な ど も 四 百 円 か ら 三 百

十 円 な ど に 下 げ て い る と い う ふ う に 受 け 取 っ た ん で す け れ ど も 、 こ れ を 提 案 し た の は 、 例 え ば 料 金 を ど う い う も の を 参

考にして立てたのかということをお聞きしたいと思います。  

○議長（野呂日出男君）  

  建設課長。  

○建設課長（対馬猛清君）  

  これは道路法の施行令の一部の改正ということで、国のほうから示された金額でございますが、この金額につきまして

は 下 が っ て い る わ け で す が 、 そ の 要 因 と い た し ま し て は 平 成 二 十 四 年 度 に 行 わ れ た 固 定 資 産 税 の 評 価 額 の 評 価 が え と 、

地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえてこういう結果になったということでございます。  

  以上です。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  賃料の変動などを加味して下げているのは下げているんだということですけれども、これに基づく年間の収入というの

は、これに基づくというのは占用料を徴収して大体どれぐらいになっていらっしゃるものなんでしょうか。  
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○議長（野呂日出男君）  

  暫時休憩いたします。  

休  憩  午前十時八分  

                                                   

再  開  午前十時九分  

○議長（野呂日出男君）  

  休憩前に引き続き、会議を開きます。  

  建設課長。  

○建設課長（対馬猛清君）  

  お答えいたします。  

  道路占用料として、年間では百四十五万円ほどを見込んでおります。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。（「なし」の声あり）これで質疑を終結いたします。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十三号を採決いたします。議案第十三号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十三号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十二、議案第十四号藤崎町公営企業会計の剰余金の処分等に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。  

  これから質疑を行います。浅利直志君。  
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○十三番（浅利直志君）  

  従来と変えて、建設改良資金をもってもなお欠損金に残額があるときは資本剰余金をもって埋めることができる、削る

ということなんですか。もうちょっと詳しく説明していただけたらなと思います。  

○議長（野呂日出男君）  

  上下水道課長。  

○上下水道課長（幸田信雄君）  

  削る、であります。欠損をまず埋める財源としましては、利益積立金、建設改良積立金、資本剰余金と、この順番で欠

損 金 が あ る 場 合 は 埋 め て い く わ け で す け れ ど も 、 今 回 の 新 会 計 制 度 に な り ま し て 、 資 本 剰 余 金 と い う 額 を 全 て 長 期 前 受

け 金 に 持 っ て い く と い う こ と か ら 、 資 本 剰 余 金 と い う 概 念 が な く な り ま し た 。 と い う こ と で 、 こ の 欠 損 金 を 資 本 剰 余 金

で埋めるということは不可能であろうということで、今回のこういう条例となりました。  

  以上でございます。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  従来、当期の剰余が出た場合、減債積立金に充てるとかという取り扱いをしていたわけですよね。剰余が出た場合です

よね。それはそれとして、そういう取り扱いなりは変わってはいかないんですね。まず、そのことをお聞きします。  

○議長（野呂日出男君）  

  上下水道課長。  

○上下水道課長（幸田信雄君）  

  これはあくまでも欠損を埋める財源でございます。したがいまして、利益が出た場合は今ご指摘のとおり減債積立金に
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積んだ後、企業債の償還に充てるということになります。  

  以上でございます。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。（「なし」の声あり）これで質疑を終結いたします。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十四号を採決いたします。議案第十四号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十四号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十三、議案第十五号平成二十五年度藤崎町水道事業会計資本金の額の減少についてを議題とします。  

  これから質疑を行います。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  これは、富柳の浄水場にかかわる水道資産を一般会計に無償譲渡するということを議案として提案されているんですけ

れ ど も 、 こ れ を お や ぐ ま ぎ の 内 部 の 会 計 の や り く り で 結 果 的 に は 無 償 譲 渡 す る と い う こ と に し た ん だ と 、 提 案 し て い る

ん だ と 思 い ま す け れ ど も 、 こ れ は 有 償 で 譲 渡 す る と か 、 そ う い う こ と は 可 能 な ん で す か 。 可 能 な の か ど う か 、 ま た そ の

点についてどのような協議がされたのか、明らかにしていただきたい。  

○議長（野呂日出男君）  

  上下水道課長。  

○上下水道課長（幸田信雄君）  

  結論から申しますと、有償譲渡も可能でございます。ただし、今この旧富柳の浄水場で使われている、建設課で消融雪
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溝の水源として使っておりますので、その辺を考慮いたしまして今回は無償譲渡にしたということでございます。  

  以上でございます。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  建設課で消融雪溝のポンプとしてポンプ水量確保のために使っていると。残存価格は四百二十三万ほどでありますけれ

ど も 、 こ の 今 後 の 利 用 状 態 は そ う い う 融 雪 溝 に 使 う と い う 説 明 な ん で す け れ ど も 、 今 後 は そ れ で は 一 切 合 財 町 で 責 任 を

持 っ て 管 理 し て い く と い う ふ う に な る わ け で す ね 。 当 た り 前 の よ う な こ と で す け れ ど も 、 改 め て 確 認 の た め に お 聞 き い

たします。  

○議長（野呂日出男君）  

  建設課長。  

○建設課長（対馬猛清君）  

  水道課から建設課のほうで引き継ぎましたので、我がほうで管理していく予定でございます。  

  以上です。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。（「なし」の声あり）これで質疑を終結いたします。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十五号を採決いたします。議案第十五号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  
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  異議なしと認めます。よって、議案第十五号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十四、議案第十六号平成二十六年度藤崎町水道事業会計及び藤崎町下水道事業会計の資本金の額の減少について

を議題とします。  

  これから質疑を行います。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  提案理由のところで資本金の減少の理由ということで、繰り延べ収益、長期前受け金に必要とする額とその財源となる

資 本 剰 余 金 か ら の 振 替 額 に 乖 離 が 生 じ た た め 、 資 本 金 を 減 少 す る と い う こ と で あ り ま す 。 そ れ で 、 そ の 乖 離 が 生 じ た と

い う 理 由 の 前 に 、 き の う も 新 会 計 制 度 の 説 明 も 私 ど も 受 け た の で あ り ま す け れ ど も 、 そ う し ま す と 、 乖 離 の 理 由 を 明 ら

か に し て い た だ き た い と い う こ と と 、 き の う 説 明 の 中 で は バ ラ ン ス シ ー ト の 問 題 で あ り ま す け れ ど も 、 資 産 の 部 で は 二

十 六 年 度 決 算 予 定 で は 百 二 十 五 億 円 ほ ど か ら 百 八 億 円 ほ ど に 下 水 道 な ど は な る ん だ と い う 説 明 も し て お る ん で す け れ ど

も 、 乖 離 の 理 由 と と も に 資 産 の 評 価 と い う の を き ち ん と も う 既 に や っ て し ま っ て こ う い う 結 論 が 出 た と い う こ と に 理 解

してよろしいんですか。その点お聞きしたいと思います。  

○議長（野呂日出男君）  

  上下水道課長。  

○上下水道課長（幸田信雄君）  

  お答えいたします。  

  まず、乖離理由でございます。乖離理由の一番大きな理由は、常盤村と藤崎町が合併した時点で、会計統合もしており

ま し た 。 そ の 際 に 、 本 来 で い け ば 資 本 剰 余 金 に あ る べ き も の を 資 本 金 に 持 っ て い っ て し ま っ た と い う 経 緯 が ご ざ い ま し

て 、 今 回 、 新 会 計 制 度 に 移 行 す る 場 合 に 資 本 剰 余 金 で あ れ ば 当 然 資 本 剰 余 金 イ コ ー ル 長 期 前 受 け 額 に な ら な け れ ば な ら

な い の で す け れ ど も 、 合 併 当 初 、 資 本 金 に 持 っ て い っ て し ま っ た 経 緯 が ご ざ い ま し て 、 今 回 の 乖 離 理 由 の 一 番 大 き な 原
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因であろうかと思います。  

  この長期前受け金のもとになります、大体水道事業であれば五億四千万円、下水道事業であれば七十二億円ほどの長期

前 受 け 金 が 必 要 に な っ た わ け で す け れ ど も 、 こ の 必 要 額 と い う の は 開 始 当 初 か ら の 決 算 統 計 、 あ る い は ま た 決 算 書 を も

とにしてきちんと精査した額でございます。  

  以上でございます。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  一番大きな理由が旧常盤の会計統合に当たっての振り分けといいますか、分離の仕方に大きな問題があったということ

な ん で す け れ ど も 、 休 憩 中 で も い い ん で す け れ ど も 、 つ ま り 補 助 金 と し た も の を 長 期 前 受 け 金 と い う ふ う な 取 り 扱 い を

し て 会 計 基 準 を 変 え て い く と い う の を き の う か ら も 説 明 を 受 け て い る ん で す け れ ど も 、 こ の 五 十 九 ペ ー ジ の 長 期 前 受 け

金 と 長 期 振 替 財 源 等 と い う よ う な 金 額 的 に 水 道 事 業 と 下 水 道 事 業 会 計 に つ い て 数 字 的 に 説 明 し て い き ま す よ ね 。 こ れ を

も う ち ょ っ と 詳 し く 私 に も わ か る よ う に 説 明 し て い た だ け た ら な と 思 う ん で す け れ ど も 、 ど う で し ょ う か 。 休 憩 で も よ

ろしいです。  

○議長（野呂日出男君）  

  暫時休憩いたします。休憩中にお願いします。  

休  憩  午前十時二十分  

                                                   

再  開  午前十時二十九分  

○議長（野呂日出男君）  
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  休憩前を取り消し、会議を再開いたします。  

  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  いわゆる旧来の会計制度の中ではバランスシートの中で借入資本金や資本剰余金、これらをバランスシートの負債のほ

う に 移 す と い う か 移 行 処 理 、 内 容 を 変 え て い く と い う こ と に よ っ て 生 ず る わ け な ん で し ょ う け れ ど も 、 結 局 、 資 本 金 を

減 資 し な け れ ば な ら な い と 、 結 局 従 来 よ り も 負 債 、 資 本 の バ ラ ン ス シ ー ト が 下 水 道 会 計 で い け ば 百 億 円 ち ょ っ と な ん で

し ょ う け れ ど も 、 い ず れ に し て も こ れ に よ っ て 課 長 は 全 体 と し て は こ れ は 厳 し い 、 会 計 処 理 上 、 今 後 の 運 営 を し て い く

上 で 厳 し い よ う な こ と を 言 っ て い た ん で す け れ ど も 、 減 資 を す る こ と に よ っ て ど う い う こ と が 考 え ら れ る か と い う こ と

に つ い て 改 め て お 聞 き し た い と 思 い ま す 。 結 論 を 言 え ば 、 減 資 を し な け れ ば な ら な い と 、 そ れ が 新 し い 会 計 基 準 に 合 わ

せ て や る こ と に な っ て 今 提 案 し て い る ん で す け れ ど も 、 こ れ に よ っ て 今 後 の 下 水 道 運 営 に ど う い う 影 響 が あ る の か と い

う 、 今 後 の 会 計 処 理 を 変 え る こ と に よ っ て ど う い う 、 新 会 計 全 面 適 用 し た こ と に よ っ て ど う い う 影 響 が 出 て き そ う だ と

いうことを考えていらっしゃるのかということをお聞きします。  

○議長（野呂日出男君）  

  上下水道課長。  

○上下水道課長（幸田信雄君）  

  きのうも下水道事業が非常に厳しいと、将来的には債務超過に陥る危険性があるということでして、新会計制度によっ

て 今 現 在 は 資 産 で い け ば 百 八 億 、 負 債 で い け ば 百 七 億 ご ざ い ま す の で 、 ま だ 債 務 超 過 の 状 況 で は ご ざ い ま せ ん 。 今 後 、

一 般 会 計 の 繰 入 金 が 減 額 さ れ る 、 あ る い は ま た 人 口 減 に よ っ て 下 水 道 収 入 が 少 な く な る 、 あ る い は ま た こ の ま ま 普 及 率

が 伸 び な い と い う 状 況 で 、 そ う い う 現 金 流 動 資 産 の と こ ろ が ふ え な け れ ば 債 務 超 過 の 危 険 性 に 陥 る と い う こ と で ご ざ い

まして、今回の会計制度が変わったということによることではございません。  



 - 13 - 

  以上でございます。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。鶴賀谷  貴君。  

○四番（鶴賀谷  貴君）  

  一つだけ確認します。  

  地方自治体の財政健全化四法というのがあると思いますけれども、多分この会計年度というんですか、これが基準にな

れ ば 二 番 の 資 金 不 足 比 率 、 連 結 実 質 赤 字 比 率 の と こ ろ の 流 動 資 産 と 流 動 負 債 の と こ ろ の 金 額 が 変 わ っ て く る と 思 う ん で

す よ 、 現 実 問 題 と し て 。 今 の 先 日 い た だ い た 資 料 の 九 ペ ー ジ で い く と 、 下 水 道 会 計 は 流 動 資 産 の ほ う が 新 会 計 年 度 に な

れ ば 資 料 の 中 で は 約 一 億 円 、 負 債 の ほ う が 新 会 計 年 度 に な れ ば 流 動 負 債 の ほ う が 四 ・ 五 億 円 に な れ ば 、 流 動 資 産 よ り も

流 動 負 債 の ほ う が 多 く な っ て く る の で 、 そ の バ ラ ン ス 、 今 ま で と 変 わ っ て く る と 思 う ん で す ね 。 私 が 危 惧 す る の は 、 今

の 会 計 年 度 が 変 わ っ て い る の は い い ん で す が 、 こ う い う 大 事 な 指 数 の と こ ろ に 影 響 力 が 出 て く る 可 能 性 が あ る の で は な

い か と 私 は 思 っ て い る ん で す け れ ど も 、 ま ず そ の 点 、 こ の 会 計 年 度 に よ っ て そ こ の 私 が 今 説 明 し た と こ ろ の 指 数 に 影 響

を与えるのか与えないのか、まずお聞きいたします。  

○議長（野呂日出男君）  

  上下水道課長。  

○上下水道課長（幸田信雄君）  

  当然ながら、今、議員ご指摘の流動負債のところがふえて流動資産がそのままであれば、当然そういう懸念はございま

す け れ ど も 、 国 の ほ う か ら は そ う い う 指 標 に 関 し て は 特 例 と い う も の が 出 て お り ま し て 、 今 現 在 は そ の 影 響 が 出 る も の

ではないと考えております。  

  以上でございます。  



 - 14 - 

○議長（野呂日出男君）  

  これで質疑を終結いたします。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十六号を採決いたします。議案第十六号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十六号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十五、議案第十七号新町建設計画の変更についてを議題とします。  

  これから質疑を行います。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  新町建設計画、五年ほど延ばすということについては異議がないわけでありますけれども、その中で一つ、町長も言っ

て お り ま し た け れ ど も 、 資 料 の 中 に も 財 政 見 通 し 、 財 政 計 画 と い う の が 示 さ れ て お り ま す 。 消 費 税 が 八 ％ に 上 が っ て 消

費 税 交 付 金 は ふ え る 、 し か し 、 地 方 交 付 税 は 減 る だ ろ う と い う ふ う に 全 体 的 に は 流 れ と し て は そ う な っ て い く ん で し ょ

う け れ ど も 、 い ず れ に し て も 算 定 が え の 問 題 も 含 ん で お る の で 、 町 長 は 四 億 、 五 億 減 る の で は な い か と い う ふ う な 言 い

方 も し て い た よ う な 気 も す る ん で す け れ ど も 、 そ の 交 付 税 の 平 成 二 十 六 年 以 降 三 十 一 年 度 ま で に つ い て は ど う い う ふ う

な 見 方 を し て い ら っ し ゃ る ん で し ょ う か 。 そ れ か ら 、 三 十 一 年 以 降 は ど う い う ふ う に 見 据 え て い ら っ し ゃ る の か と い う

財政の見通しをお聞きしたいと思います。  

○議長（野呂日出男君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  
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  ご指摘の財政計画につきましては、非常に厳しい見方を持ってございます。合併算定がえによりまして、現在、我が町

に 通 常 よ り も 多 く 交 付 さ れ て い る 額 が 昨 年 度 の 実 績 で 五 億 五 千 万 円 、 こ と し の 交 付 税 で は 約 六 億 円 が 多 く 来 て い る と 。

そ れ が 二 十 七 年 度 か ら は そ れ ぞ れ 一 〇 ％ 、 三 〇 ％ 、 五 〇 ％ 、 七 〇 ％ 、 九 〇 ％ と い う 形 で そ の 算 定 が え の 分 、 本 年 度 で い

え ば 六 億 の 一 〇 ％ で あ れ ば 六 千 万 円 、 そ う い う 形 で 下 が っ て い く こ と を 想 定 し て 、 今 回 、 新 町 建 設 計 画 の 財 政 計 画 を 策

定 し て ご ざ い ま す 。 た だ 、 こ の 件 に 関 し ま し て は 、 県 の ほ う と の 協 議 の 結 果 ご 指 摘 が あ り ま し て 、 そ の 内 容 と い た し ま

し て は 、 そ れ を 埋 め る た め の 財 政 調 整 基 金 の 取 り 崩 し の 減 少 が 予 想 さ れ る の で 、 よ り 一 層 行 財 政 改 革 を し て 歳 出 の 削 減

に 努 め る こ と と い う 意 見 も 賜 っ て ご ざ い ま す の で 、 こ れ に つ き ま し て は 慎 重 に や っ て い く 予 定 で ご ざ い ま す 。 た だ 、 三

十 五 年 以 降 と な れ ば ま た 交 付 税 制 度 、 ま た は 国 の 財 政 状 況 等 い ろ い ろ あ り ま す の で 、 今 回 は さ ら に 五 年 分 の と こ ろ で 今

回財政運営計画を策定したものでございます。  

  以上です。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  より一層の行革ぐらいはいいんでしょうけれども、いいんでしょうけれどもというのはより一層行革をしてくださいと

い う こ と ま で 県 で は 指 摘 し て い る 。 そ れ に 備 え て 積 立 金 も し て お る わ け で す け れ ど も 、 そ の 減 額 率 は 一 〇 ％ 、 三 〇 ％ 、

五 〇 ％ と か と い う の は 年 度 ご と に そ れ で ス タ ー ト し て い く ん で す か 。 見 積 も り と い う か 、 財 政 計 画 に よ る と 三 十 一 年 度

は 地 方 交 付 税 は 三 十 億 ほ ど 見 て お る ん で す け れ ど も 、 年 度 ご と に 一 〇 ％ 、 三 〇 ％ と 減 っ て い く と い う こ と な ん で す か 。

そ れ と も 三 十 一 年 度 ま で は 三 〇 ％ ぐ ら い で お く ん だ と い う 、 そ の 辺 も う ち ょ っ と 見 通 し を 、 三 十 一 年 度 以 降 は い い に し

ても、三十一年度までどういうふうな削減で進むのかということをお聞きします。  

○議長（野呂日出男君）  
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  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  この合併算定がえという制度は、合併の特例に関する法律の中で規定されておりまして、地方交付税の算定の特例とい

う と こ ろ を 引 用 し て ご ざ い ま す 。 そ れ に よ り ま す と 、 合 併 し た 市 町 村 は 十 年 間 、 従 来 の 町 村 の 算 定 に よ っ て 、 そ の 合 算

に よ っ て 交 付 す る こ と に な っ て い る ん で す け れ ど も 、 そ れ の 特 例 が 切 れ る の が 十 年 後 と い う こ と で 、 平 成 二 十 七 年 度 か

ら 切 れ る と 。 そ の 中 で 二 十 七 年 度 は そ の 特 例 部 分 を 一 〇 ％ 減 じ ま す よ と 、 二 十 八 年 度 は 三 〇 ％ 減 じ ま す よ と い う ふ う に

し て 、 五 年 間 で そ の 特 例 部 分 の 一 〇 〇 ％ と 。 ち な み に 初 年 度 が 一 〇 ％ 、 二 年 度 目 が 三 〇 ％ 、 三 年 度 目 が 五 〇 ％ 、 四 年 度

目 が 七 〇 ％ 、 五 年 度 目 が 九 〇 ％ で 、 五 年 間 で そ の 分 を 削 っ て 、 そ の 次 の 年 か ら は 一 万 六 千 人 規 模 の 町 と 同 じ 交 付 税 を 受

けるという仕組みになってございます。  

  以上です。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。（「なし」の声あり）これで質疑を終結いたします。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十七号を採決いたします。議案第十七号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十七号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十六、議案第十八号工事の請負契約の件を議題とします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  
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  これから議案第十八号を採決いたします。議案第十八号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十八号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十七、議案第十九号工事の請負契約の件を議題とします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第十九号を採決いたします。議案第十九号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第十九号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十八、議案第二十号工事の請負契約の件を議題とします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第二十号を採決いたします。議案第二十号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第二十号は原案のとおり可決されました。  

  日程第十九、議案第二十一号平成二十五年度藤崎町一般会計補正予算（第十回）案を議題とします。  

  これから質疑を行います。浅利直志君。  
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○十三番（浅利直志君）  

  建設土木費ですので建設課だと思いますけれども、ページ数は十九ページです。土木費の道路維持費、光熱水費二百六

十 万 円 追 加 、 除 雪 事 業 費 の 二 百 八 十 五 万 円 燃 料 費 追 加 と い う ふ う に な っ て お る ん で す け れ ど も 、 そ の 内 容 を 明 ら か に し

ていただきたいと思います。  

○議長（野呂日出男君）  

  建設課長。  

○建設課長（対馬猛清君）  

  ここの項目につきましては、消融雪溝のポンプの稼働にかかわる電気料及び常盤地下道のロードヒーティング、あと藤

崎 の 歩 道 の ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ の 電 気 料 、 そ れ か ら あ と 両 除 雪 セ ン タ ー の 水 道 及 び や す ら ぎ の 駐 車 帯 の 水 道 料 等 の 項 目

で ご ざ い ま し て 、 そ の 中 で 今 回 の 補 正 に つ き ま し て は 主 に 消 融 雪 溝 の 電 気 料 に か か わ る 増 加 分 が 主 な も の で ご ざ い ま す 。  

  以上です。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  二百六十万円の光熱水費、これが消融雪溝にかかわる電気料だということなんですか。つまり電気料はロードヒーティ

ン グ や っ た と こ ろ と 地 下 道 の ト ン ネ ル も あ り ま す の で 、 そ れ 二 つ 合 わ せ て 二 百 六 十 万 円 追 加 し た と い う こ と な ん で す か 。

そういう光熱水費の追加部分をもうちょっと詳しく説明していただきたいということです。  

○議長（野呂日出男君）  

  建設課長。  

○建設課長（対馬猛清君）  
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  ここにつきましては、十二月にもここにつきましては補正してございますが、この藤崎地区のロードヒーティングにつ

き ま し て は 十 二 月 の 補 正 で 対 応 し て お り ま す が 、 そ の 後 、 一 月 末 の 使 用 状 況 を 考 え ま し て 、 こ の 後 二 月 、 三 月 分 の 支 出

見 込 み を 立 て た と こ ろ 、 ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ の 部 分 に つ い て は 十 二 月 の 補 正 で ほ ぼ 間 に 合 う よ う な 積 算 で ご ざ い ま し た

が 、 消 融 雪 溝 の 電 気 料 に つ き ま し て は 百 八 十 万 円 ほ ど 不 足 が 生 じ た と い う こ と で ご ざ い ま す 。 あ と 八 十 万 円 に つ き ま し

ては、それ以前の水道料あるいは各種の電気料、そういうものの不足分ということでございます。  

  以上です。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  ことしは雪が少なく、少ないと思ったらちょっと降って、それにしても半分程度かなと思っておるんですけれども、そ

う し ま す と ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ そ の も の に 十 二 、 一 、 二 、 三 月 と い う か 、 年 間 ベ ー ス で い け ば ど れ ぐ ら い か か る こ と に

な る ん で す か 、 電 気 料 と い う の が 。 藤 崎 地 区 は ど れ ぐ ら い か か っ て い る の か と い う こ と 、 歩 道 の た め に ヒ ー テ ィ ン グ や

った施設ですね。年間ベースでいけばどれぐらいかかっているんですか。  

○議長（野呂日出男君）  

  建設課長。  

○建設課長（対馬猛清君）  

  お答えします。  

  二月まではもう既に電気料の請求が来て、実績が出ております。藤崎地区の歩道のロードヒーティングにつきましては

百 五 十 万 円 、 そ れ で 常 盤 地 区 に つ き ま し て は 百 三 十 万 円 で ご ざ い ま す 。 あ と 三 月 一 月 分 あ る ん で す が 、 あ と 推 計 に な る

ん で す が 、 藤 崎 地 区 に つ き ま し て は ワ ン シ ー ズ ン 百 八 十 万 円 、 常 盤 地 区 に つ き ま し て は 百 五 十 万 円 ほ ど を 見 込 ん で お り
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ます。  

  以上です。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  関連してお聞きしますけれども、ことしは除雪車といいますか、ロータリーはそれなりに走っていますけれども、こと

し は 除 雪 の 出 動 回 数 と い う か 、 そ う い う の は ど う い う よ う な 状 況 だ っ た の か と い う こ と と あ わ せ て 、 去 年 と 比 べ て で す

ね 。 そ れ か ら 、 去 年 は い ろ い ろ な 苦 情 が 出 て い ま し た け れ ど も 、 そ う い う 苦 情 の 件 数 や 内 容 に つ い て ど う い う ふ う に し

て今までのところ受けとめていらっしゃるのか。除雪事業にかかわることですのでお聞きしたいと思います。  

○議長（野呂日出男君）  

  建設課長。  

○建設課長（対馬猛清君）  

  除雪の出動回数につきましては、昨年は三十一回です。ことしにつきましては、委託期間が三月十日まででございまし

た が 、 そ れ に つ き ま し て は 二 十 七 回 の 出 動 で ご ざ い ま し た 。 あ と 苦 情 件 数 に つ き ま し て は 、 こ と し に つ き ま し て は 百 二

十 件 ほ ど と い う こ と で ご ざ い ま す が 、 そ の 中 で 、 こ の 苦 情 に つ き ま し て は あ と 消 融 雪 溝 や そ の 他 い ろ い ろ も ろ も ろ 苦 情

が あ り ま す け れ ど も 、 苦 情 件 数 も 入 っ て お り ま す け れ ど も 、 除 雪 に 関 し ま し て の 苦 情 と い う も の は 余 り ほ と ん ど な か っ

た と い う こ と で ご ざ い ま す 。 一 月 に ち ょ っ と 雪 が 続 い た と き が ご ざ い ま し た が 、 そ の と き の 苦 情 と い う の は や は り 雪 の

量が向かいに比べて多いとか、雪を家の前に多く置いていったとか、そういう苦情が主なものでございました。  

  以上です。  

○議長（野呂日出男君）  
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  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  これは十四ページ、簡易委託駅業務費三十九万六千円。この委託料を追加した理由が何なのかをまずお聞きしたいと思

います。  

○議長（野呂日出男君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  この駅の業務委託は商工会さんのほうに毎年お願いしているわけですけれども、今回の追加分は光熱水費の主に電気料

で ご ざ い ま す 。 実 は 今 年 度 は 雪 が 少 な か っ た と い う も の の 、 実 は 去 年 か ら の 蓄 積 、 去 年 の 四 月 分 か ら の 蓄 積 で 支 払 っ て

いたところ、どうしても不足分が生じたということで今回補正させていただきました。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  何か施設の年間の委託契約の中には電気料だとかそういうのは別個扱いになっているということなんですか。その点で、

だから今追加して払ったということに理解してよろしいんですか。  

○議長（野呂日出男君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  この委託料の中には、上下水道料、それから駅駐車場の電気料、ぽっぽらの自由通路電気料、それから西口の広場の融

雪電気料、コミュニティ警備業務とそれから灯油代と、こういったものを入れて委託しているものでございます。  
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  以上です。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかにありませんか。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  私はまたそういうものも年間ベースで基本的に決まっていて、今回電気料も余計かかるようになったからその追加分な

の か な と い う ふ う に 理 解 も し て い た ん で す け れ ど も 、 そ れ で 関 連 し て 一 点 だ け お 聞 き し ま す 。 切 符 を 買 う と 、 あ そ こ で

切 符 を 売 り さ ば き し て い ま す よ ね 。 そ う し ま す と 、 手 数 料 が 秋 田 鉄 道 管 理 局 な り か ら 役 場 に 入 っ て く る ん で す よ ね 。 そ

の額はどれぐらいの額なのか、その辺をもしわかっていましたらお知らせいただけたらなと思います。  

○議長（野呂日出男君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  かつてはそういう形で町が委託を受けて経営した時期もございました。現在は商工会さんに直接振り込まれている形を

と っ て い る と 思 い ま す 。 金 額 に つ き ま し て は 、 当 時 歳 入 で 百 万 か ら 百 五 十 万 の 間 と い う こ と で 、 盛 ん に 駅 の 業 務 の 中 で

切 符 を 売 れ ば 収 益 が 上 が る と い う こ と で 、 現 在 も 商 工 会 さ ん の ほ う で は 切 符 は 北 常 盤 駅 か ら 買 い ま し ょ う と い う よ う な

ことを行っております。  

  以上です。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  

  北常盤駅から買いましょうというふうなコマーシャル、駅の中にはあるような気がするんですけれども、そうすれば収
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入 面 は 委 託 先 の 商 工 会 に 支 払 わ れ て い る と い う よ う に 理 解 を 変 え な く ち ゃ な と 思 っ た ん で す け れ ど も 、 い ず れ に し て も

も っ と 、 何 か 聞 く と こ ろ に よ る と 、 予 算 審 議 の 中 で も 出 た よ う に 思 っ て い る ん で す け れ ど も 、 あ そ こ の 委 託 を 受 け て い

た 方 が 三 月 い っ ぱ い で や め る と か そ う い う 問 題 も 含 め て 、 商 工 会 さ ん と も っ と 連 携 を 密 に し て 切 符 の 売 り さ ば き を ふ や

すことも含めて協議が必要なんじゃないかなと思っておりますけれども、その点はどういう認識なんでしょうか。  

○議長（野呂日出男君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  浅利議員のおっしゃるとおりだと思います。  

  以上です。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。鶴賀谷  貴君。  

○四番（鶴賀谷  貴君）  

  ページ数は十七ページです。第四款衛生費一項保健衛生費九目がん検診推進事業費の五百四万六千円の減額の理由をお

知らせください。  

○議長（野呂日出男君）  

  福祉課長。  

○福祉課長（齋藤美津昭君）  

  お答え申し上げます。  

  がん検診については、四款一項三目の予防費と、それから今、議員ご指摘のがん検診推進事業費のここのがん検診委託

料 と い う と こ ろ に 予 算 措 置 さ れ て お る も の で ご ざ い ま す 。 そ れ の 仕 分 け の 仕 方 と い た し ま し て は 、 こ の 九 目 の が ん 検 診
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推 進 事 業 の ほ う は 全 て 無 料 と い う 項 目 の が ん 検 診 を 扱 っ て お り ま し て 、 具 体 的 に は ク ー ポ ン 券 を 対 象 者 の ほ う に 送 付 し

て 、 が ん の 検 診 を 受 け て く だ さ い と い う や り 方 で 実 施 し て お る も の で ご ざ い ま し て 、 実 際 の 無 料 の ほ う の が ん 検 診 の 伸

び 率 が 実 際 上 ふ え な か っ た と い う こ と で ご ざ い ま し て 、 具 体 的 に は 子 宮 が ん の 検 診 が 全 体 で 当 初 二 百 四 人 見 込 ん だ も の

が 百 二 十 三 名 、 乳 が ん 検 診 が 五 百 九 十 四 人 予 算 措 置 し た も の が 百 五 十 九 名 、 大 腸 が ん 五 百 四 十 一 名 に 対 し て 百 六 十 一 名

という実績になりましたので、その差額を減額したということでございます。  

  以上です。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。鶴賀谷  貴君。  

○四番（鶴賀谷  貴君）  

  そうすれば、当初町で検診を受けていただく人数を把握したんですけれども、実際はそれ以下だという考え方という形

だ と 思 う ん で す け れ ど も 、 こ れ 町 で は 当 初 何 ％ ぐ ら い の 受 診 率 を 見 て 、 現 実 に 何 ％ ぐ ら い に な っ た の か と い う 手 元 に 資

料があればお知らせください。なければないで結構でございます。  

○議長（野呂日出男君）  

  福祉課長。  

○福祉課長（齋藤美津昭君）  

  今ちょっと手元に資料を持ってはいないのですが……（「いい、いい、なければいい」の声あり）ちょっとお待ちくだ

さい。（「聞きに行きますので、いいです」の声あり）  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利直志君。  

○十三番（浅利直志君）  
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  今のと関係してです。無料部分のがん検診が予想を、早い話が大きく下回って伸びなかったということなんですけれど

も、前年度というか、そういうものと比べてはどうだったのかということはどうなんでしょうか。  

  それからもう一つは、伸びなかった理由は、青森県の短命というか、そういうものとも関係あるのかもしれないけれど

も 、 伸 び な か っ た 理 由 は 受 け な か っ た か ら だ と い う ふ う な こ と な の か ど う か 、 そ の 辺 は ど う い う ふ う に 捉 え て い ら っ し

ゃるのか。無料のほうが伸びないというのはどういう要因だと捉えていらっしゃるのか、お聞きします。  

○議長（野呂日出男君）  

  福祉課長。  

○福祉課長（齋藤美津昭君）  

  まず、伸びなかった要因というのはですね、先ほどちょっと九目の無料のほうのがん検診について補足で説明いたした

い の で す が 、 こ こ の が ん 検 診 の 九 目 の 推 進 事 業 に 関 し て は 、 節 目 節 目 の 検 診 と い う こ と で の 国 の 事 業 の 検 診 で ご ざ い ま

す 。 本 来 で あ れ ば 無 料 な の で 当 然 ふ え て い か な け れ ば な ら な い わ け で ご ざ い ま す が 、 こ れ は 当 課 の Ｐ Ｒ と か そ れ か ら 指

導 不 足 と い う こ と で な い か と 言 わ れ れ ば そ う い う こ と に な る わ け で あ り ま す 。 今 後 は 一 層 、 そ う い う 予 防 教 育 に 力 を 入

れて進めてまいりたいと考えております。  

  それから、がん検診率そのものがどのような推移を示しているかということでございますが、これにつきましてはこれ

ま で の 議 会 等 の 質 問 に も あ っ た か と 思 い ま す が 、 今 年 度 に 関 し て は こ の 九 目 以 外 の 予 防 費 の ほ う の が ん 検 診 、 そ れ か ら

特 定 健 診 に つ い て の 一 部 負 担 金 は 軽 減 し て お り ま す 。 そ う い う こ と か ら 、 全 体 的 に は こ れ は 伸 び て い る と い う こ と で ご

ざ い ま す 。 二 十 五 年 度 の 現 在 の 実 績 見 込 み で は 、 二 十 四 年 度 に 比 較 し て も 伸 び て き て い る と 。 た だ 、 予 算 化 し た 人 数 と

比較すれば、済みませんが、こういう結果で減額という形になったということでご理解していただきたいと思います。  

  以上です。  

○議長（野呂日出男君）  
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  ほかに質疑はありませんか。これで質疑を終結いたします。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第二十一号を採決いたします。議案第二十一号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第二十一号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十、議案第二十二号平成二十五年度藤崎町国民健康保険（事業勘定）特別会計補正予算（第四回）案を議題と

します。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第二十二号を採決いたします。議案第二十二号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第二十二号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十一、議案第二十三号平成二十五年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計補正予算（第四回）案を議題とし

ます。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第二十三号を採決いたします。議案第二十三号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第二十三号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十二、議案第二十四号平成二十五年度藤崎町水道事業会計補正予算（第三回）案を議題とします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第二十四号を採決いたします。議案第二十四号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第二十四号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十三、議案第二十五号平成二十五年度藤崎町農業集落排水事業会計補正予算（第四回）案を議題とします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  

  これから議案第二十五号を採決いたします。  

  議案第二十五号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第二十五号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十四、議案第二十六号平成二十五年度藤崎町下水道事業会計補正予算（第四回）案を議題とします。  

  これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。  
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  これから議案第二十六号を採決いたします。議案第二十六号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第二十六号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十五、予算特別委員会報告を議題とします。  

  お諮りいたします。本件は議員全員で構成する予算特別委員会の審査であり、委員長から報告書が提出され、お手元に

配 付 し て い る と お り で あ り ま す 。 委 員 長 報 告 は 会 議 規 則 第 三 十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 、 省 略 い た し た い と 思 い ま す が 、

ご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、委員長報告は省略することに決定いたしました。  

  また、次に、平成二十六年度各会計予算案の議案第二十七号から議案第三十二号までは、議員全員による予算特別委員

会で審査いたしましたので、説明、質疑及び討論を省略し、採決いたします。  

  日程第二十六、議案第二十七号平成二十六年度藤崎町一般会計予算案を議題とします。  

  お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませ

んか。  

     〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議がありますので、討論を行います。  

  まず、原案に反対者の発言を許します。浅利直志君。  
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○十三番（浅利直志君）  

  討論がないというふうに私聞きましたので、平成二十六年度予算は総額七十八億八千五百万円余の予算であり、町民の

暮 ら し や 福 祉 、 教 育 に つ な が る 予 算 で あ り ま す 。 し か し な が ら 、 消 費 税 五 ％ か ら 八 ％ へ の 引 き 上 げ に よ る 初 年 度 予 算 で

あ り ま す 。 本 年 度 に お き ま し て は 、 水 道 料 金 の 引 き 上 げ 、 給 食 費 の 引 き 上 げ な ど 実 施 さ れ て い る と こ ろ で あ り ま す け れ

ど も 、 結 局 、 国 の 借 金 の ツ ケ を 消 費 税 で 賄 う 、 消 費 税 増 税 で 庶 民 増 税 に よ っ て 予 算 編 成 を し て い く 、 そ う い う 予 算 の 始

ま り で も あ り ま す の で 、 格 差 と 貧 困 を さ ら に 広 げ 、 追 い 打 ち を か け て い く 税 制 の ゆ が み を さ ら に 拡 大 し て い く も の だ と

思って、本予算に反対するものであります。  

  第二には子供の医療費、積極的に町長も取り組んできたところでありますけれども、就学前まで所得制限をなくすべき

であるという点であります。  

  第三は、児童クラブ指導員や給食調理員などの処遇改善がほとんど見られないということであります。  

  第四は、住宅リフォーム助成制度は廃止されましたが、使い勝手のよい制度として制度変更を工夫して残すべきだとい

うことであります。  

  以上の点から、本平成二十六年度予算については賛成できない、同意できないということを表明したいと思います。  

○議長（野呂日出男君）  

  次に、原案に賛成者の発言を許します。清水孝夫君。  

○三番（清水孝夫君）  

  議案第二十七号平成二十六年度藤崎町一般会計予算案に賛成するものであります。  

  理由は、我が町を取り巻く財政状況は依然として厳しい中、国の補正予算事業、また今年度に引き続き総額八億五千五

百 万 円 、 青 森 県 内 町 村 第 一 位 の 交 付 額 を 活 用 し 、 農 業 者 ト レ ー ニ ン グ セ ン タ ー 改 修 工 事 、 ふ れ あ い ず ー む 館 改 修 工 事 、

ま た 合 併 特 例 債 を 活 用 し て の 藤 崎 老 人 福 祉 セ ン タ ー 改 修 工 事 、 北 分 署 移 転 改 築 工 事 、 ま た 国 の 社 会 資 本 整 備 交 付 金 事 業
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を 活 用 し て の 町 営 住 宅 二 期 工 事 、 さ ら に は 町 の 県 内 外 に 発 信 し な が ら 基 幹 産 業 の 農 業 所 得 向 上 を 目 指 す べ く 農 産 物 拠 点

づ く り 基 本 構 想 委 託 料 等 の ハ ー ド 事 業 の 積 極 的 実 施 予 算 で あ り ま す 。 ま た 、 少 子 化 対 策 、 高 齢 者 対 策 、 障 害 者 対 策 、 現

行 対 策 に 助 成 す る 予 算 、 町 の 基 幹 産 業 で あ る リ ン ゴ や 米 を 中 心 と し た 農 業 全 般 の 生 産 力 強 化 や 各 種 団 体 に 対 す る 補 助 金 、

そ し て 町 経 済 の 活 性 化 に つ な げ て い く た め の プ レ ミ ア ム 商 品 券 発 行 補 助 金 、 観 光 ガ イ ド 作 成 、 東 日 本 大 震 災 に よ り 復 旧

復 興 が ま だ ま だ 続 い て い る 岩 手 県 田 野 畑 村 の 子 供 た ち と の 交 流 を 進 め る た め の 補 助 金 な ど が 含 ま れ て お り ま す 。 町 村 合

併 を し て 十 年 目 、 一 本 化 さ れ た ふ じ さ き 秋 ま つ り や 新 藤 崎 音 頭 の 制 作 予 算 、 ま た 町 内 会 が み ず か ら ま ち づ く り に 活 動 を

支援する藤崎地域活性化助成金などなど、町民が主役の活力あるまちづくりの予算がぎっしり詰まっております。  

  よって、本議案、平成二十六年度藤崎町一般会計予算案に賛成するものであります。以上です。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに討論はありませんか。（「なし」の声あり）これで討論を終わります。  

  これから議案第二十七号を採決いたします。この採決は起立によって行います。議案第二十七号は原案のとおり決する

ことに賛成の方は起立を願います。  

     〔賛成者起立〕  

○議長（野呂日出男君）  

  起立多数であります。よって、議案第二十七号は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十七、議案第二十八号平成二十六年度藤崎町国民健康保険（事業勘定）特別会計予算案を議題とします。  

  お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  
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  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十八、議案第二十九号平成二十六年度藤崎町後期高齢者医療特別会計予算案を議題とします。  

  お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませ

んか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  

  日程第二十九、議案第三十号平成二十六年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計予算案を議題とします。  

  お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませ

んか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  

  日程第三十、議案第三十一号平成二十六年度藤崎町水道事業会計予算案を議題とします。  

  お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませ

んか。  

     〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議がありますので、討論を行います。  

  浅利直志君。  
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○十三番（浅利直志君）  

  平成二十六年度藤崎町水道事業会計予算についてであります。  

  この水道事業会計に賛成できません。その理由は、八％への消費税アップ、値上げ分、年間ベースでいきますと一千万

円 ほ ど に な り ま す が 、 当 面 、 本 年 度 分 に つ い て は 値 上 げ を し な い 措 置 を 講 ず る べ き で あ る と 思 う か ら で あ り ま す 。 負 担

軽 減 措 置 を と る べ き だ と い う こ と で あ り ま す 。 そ の 原 資 は 一 般 会 計 か ら の 基 準 外 繰 り 入 れ や 、 あ る い は ま た 他 会 計 に 対

する貸付金の回収も含めて措置すべきであるということであります。  

  もう一つは、メーター使用料は取るべきでないということから、平成二十六年度水道会計に反対であります。  

○議長（野呂日出男君）  

  次に、原案に賛成者の発言を許します。一番奈良完治君。  

○一番（奈良完治君）  

  この予算については、水道資産評価システム構築事業のほか、緊急用浄水装置購入、また広報車車両購入費など、これ

からの町民に対する安心安全な水を供給するための予算のように思い、賛成であります。以上です。  

○議長（野呂日出男君）  

  ほかに討論はありませんか。（「なし」の声あり）これで討論を終わります。  

  これから議案第三十一号を採決いたします。この採決は起立によって行います。議案第三十一号は原案のとおり決する

ことに賛成の方は起立を求めます。  

     〔賛成者起立〕  

○議長（野呂日出男君）  

  起立多数であります。よって、議案第三十一号は原案のとおり可決されました。  

  日程第三十一、議案第三十二号平成二十六年度藤崎町下水道事業会計予算案を議題とします。  
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  お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませ

んか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  

  日程第三十二、常任委員会報告を求めます。  

  まず、総務産業常任委員長から報告を願います。総務産業常任委員長、清水孝夫君。  

○総務産業常任委員長（清水孝夫君）  

  総務産業常任委員会より、閉会中の所管事務調査の件についてご報告申し上げます。  

  去る一月十七日、常任委員会を開催し、契約入札に関することについて集中審議いたしました。担当課からの説明では、

ま ず 藤 崎 町 指 名 競 争 入 札 の 概 要 （ 入 札 か ら 契 約 ま で の 流 れ ） に つ い て の 説 明 が あ り ま し た 。 さ ら に 、 平 成 二 十 四 年 度 藤

崎 町 公 共 事 業 等 の 入 札 分 析 結 果 の 説 明 が あ り 、 平 均 落 札 額 が 工 事 発 注 で は 九 四 ・ 〇 四 ％ 、 委 託 発 注 で は 六 九 ・ 二 四 ％ 、

物 品 発 注 で は 七 七 ・ 〇 八 ％ で あ る と い う こ と が 報 告 さ れ 、 工 事 発 注 、 委 託 発 注 及 び 物 品 発 注 の そ れ ぞ れ に 関 し て の 入 札

価格階級別集計結果の説明では、各入札価格区分における町内町外業者の落札結果状況についても報告されました。  

  また、随意契約についての説明があり、地方自治法施行令での取り決め、町財務規則での取り決め、それらを踏まえた

随 意 契 約 の 実 際 の 運 用 事 例 な ど の 説 明 が あ り ま し た 。 加 え て 、 平 成 二 十 四 年 度 の 工 事 関 連 、 委 託 関 連 及 び 物 品 関 連 に お

ける随意契約の契約状況の報告もありました。  

  これに対し、委員からは業者の指名願の関係、業者のランクづけの関係及び変更契約の関係等について質問がなされ、

それぞれ対応状況が説明されました。  

  以上、総務産業常任委員会で集中審議がなされたことを報告いたします。  
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○議長（野呂日出男君）  

  総務産業常任委員会の報告が終わりました。  

  次に、民生教育常任委員長から報告を求めます。民生教育常任委員長、小野  稔君。  

○民生教育常任委員長（小野  稔君）  

  民生教育常任委員会より、閉会中の所管事務調査の件についてご報告申し上げます。  

  去る一月十七日、常任委員会を開催し、小中学校に関することの中の常盤小学校改築事業等の進捗状況について集中審

議した後、常盤小学校改築事業等の現地視察を実施しました。  

  工事の進捗状況の説明では、常盤小学校改築工事のうちの建築工事の出来高が十二月末現在において七三・五％に達し

て お り 、 ま た 常 盤 小 学 校 屋 内 運 動 場 改 築 工 事 の 出 来 高 が 同 じ く 十 二 月 末 現 在 に お い て 七 八 ・ 五 ％ に 達 し て お り 、 ど ち ら

も計画どおりに進んでいることが報告されました。  

  続いて、現場視察を実施し、現場の責任者から現在の進捗状況及び今後のスケジュール等について説明を受けながら、

工事の現状を確認しました。  

  以上で、民生教育常任委員会報告といたします。  

○議長（野呂日出男君）  

  民生教育常任委員会の報告が終わりました。  

  日程第三十三、議会運営委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題とします。  

  お諮りいたします。議会運営委員長から、会議規則第七十二条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり、閉会

中の調査のための特定事件の申し出がありますが、これにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  
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  異議なしと認めます。よって、申し出のとおり決定いたしました。  

  日程第三十四、常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題とします。  

  お諮りいたします。各常任委員長から、会議規則第七十二条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり、閉会中

の調査のため特定事件の申し出がありますが、これにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（野呂日出男君）  

  異議なしと認めます。よって、それぞれの申し出のとおり決定いたしました。  

  これをもって本定例会の会議に付議された事件の全ては終了いたしました。  

  これにて本日の会議を閉じます。  

  よって、平成二十六年第一回藤崎町議会定例会を閉会いたします。  

  ご苦労さまでした。  

閉  会  午前十一時二十一分  

                                                   

地方自治法第百二十三条の規定により、ここに署名する。  
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